
三重県労働委員会事務局 

〒514-0004 津市栄町１丁目 954 三重県栄町庁舎５階 

TEL 059-224-3033  FAX  059-224-3053 

ホームページ  http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/ 

労働委員会のご利用は無料です！ 

 

 

 

 

 

 

 労働委員会は、労使間の問題を当事者で解決することが困難な場合、より良い労使

関係を築くために、中立・公正な立場で、紛争の早期解決をお手伝いする機関です。 

 

◎ 労働委員会の委員 

労働委員会は、公益を代表する委員（公益委員）５名、労働者を代表する委員

（労働者委員）５名、使用者を代表する委員（使用者委員）５名の計 15名で組織

されています。これらの委員が、労使紛争のあっせん員や不当労働行為の審査委

員などを務めます。 

 

◎ 主な仕事 

● 労使紛争のあっせん 

労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題に

ついて、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分

を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援しま

す。 

・ 賃上げ交渉について、労働組合と使用者の折り合いがつかない。 

・ 突然、会社から何の説明もなく解雇された。 

・ 事前に何の説明もなく時給が引き下げられた。 

・ 社員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否している。 

 

● 不当労働行為の審査 

会社の行為が労働組合法で禁止されている次のような行為に該当するかどうか

について審査を行い、救済命令を発します。 

・ 労働組合の組合員であることや正当な組合活動を行ったこと等を理由に、

組合員に解雇などの不利益な取扱いをすること。 

・ 正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。 

・ 労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。 

                                      

 

三重県労働委員会のご案内 

～より良い労使関係をバックアップします～ 

http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/

